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あ き る 野 市 教 育 委 員 会 ８ 月 定 例 会 会 議 録

１ 開 催 日 令和４年８月２４日（水）

２ 開 催 時 刻 午後２時００分

３ 終 了 時 刻 午後３時２１分

４ 場 所 あきる野市役所 ５階 ５０５会議室

５ 日 程 日程第 １ 議案第１６号 あきる野市学校給食センター運営協議

会委員の委嘱について

日程第 ２ 議案第１７号 令和４年度あきる野市教育委員会所管

予算（第７号補正）について

日程第 ３ 議案第１８号 あきる野市立学校通学区域に関する規

則の一部を改正する規則

日程第 ４ 議案第１９号 あきる野市民文化ホールに係る指定管

理者の候補者の選定に関する諮問につ

いて

日程第 ５ 議案第２０号 あきる野市体育施設に係る指定管理者

の候補者の選定に関する諮問について

日程第 ６ 議案第２１号 あきる野市有形文化財の追加指定に係

る諮問について

日程第 ７ 報告事項（１）令和４年度大規模地震対応訓練の報告

について

日程第 ８ 報告事項（２）令和５年度使用特別支援学級教科用図

書について

日程第 ９ 教育長及び教育委員報告

６ 出 席 委 員 教 育 長 丹 治 充

教育長職務代理者 田野倉 美 保

委 員 小 西 フミ子

委 員 坂 谷 充 孝

委 員 岡 部 秀 敏

７ 欠席委員 なし

８ 事務局出席者 教 育 部 長 渡 邉 浩 二
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指 導 担 当 部 長 草 刈 あずさ

生涯学習担当部長 佐 藤 幸 広

教 育 総 務 課 長 吉 岡 賢

学校給食センター建設準備担当課長 宮 田 賢 吾

教育施設担当課長 岩 﨑 徹

学 校 給 食 課 長 森 田 速 人

指 導 担 当 課 長 樅 山 雄 三

生涯学習推進課長 沖 倉 英 基

スポーツ推進課長 高 橋 玄 徳

図 書 館 長 細 谷 英 広

指 導 主 事 山 本 光 裕

指 導 主 事 大 道 雅 士

９ 事務局欠席者 なし
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開会宣言 午後２時００分

教育長（丹治 充君）

皆さん、こんにちは。７月の異常とも言える暑さから、ここ数日来は夜には虫の声が聞こ

える、そんな季節になってまいりました。一方、ここに来てコロナウイルスの変異株が次々

に現れ、感染症の拡大はとどまるところを知らずという状況でございます。こうしたこと

から９月下旬から恐らく１０月あたりには、このコロナ感染の第８波が危惧されている状

況です。

また、先般、渋谷区では、埼玉県戸田市の女子中学生による親子刺傷事件が発生いたしま

した。親を殺害するための試しの行為というようなことを述べておりますけれども、やり

きれない思いがいたします。

さて、市内小中学校もいよいよ夏休みを終えて２学期の生活が始まります。特に今年の

夏は、市内小中学生の文化部、あるいは運動部の活躍がありまして、子どもたちから学校、

あるいは地域、家庭、そして市民の皆様が子どもたちから元気をもらう嬉しいニュースも

届きました。詳細につきましては、また報告のところで申し上げたいと思います。

それでは、ただいまからあきる野市教育委員会８月定例会を開催いたします。

本日は教育委員全員が出席しており、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４

条の第３項に規定する定足数に達しておりますので、会議は成立しております。

今日は事務局も全員出席しており、傍聴の方もおりませんので、それでは早速議事日程

に従って会議を進めてまいります。

まず、議事録署名委員については、田野倉委員と小西委員を指名いたします。

それでは、議事に入りたいと思います。

日程第１ 議案第１６号あきる野市学校給食センター運営協議会委員の委嘱について、

本件は人事案件となりますので非公開にて会議を進めたいと思います。皆さん、いかがで

しょうか。

《異議なし》

教育長（丹治 充君）

それでは、非公開で会議を進めます。

日程第１ 議案第１６号あきる野市学校給食センター運営協議会委員の委嘱についてを

上程いたします。

それでは、説明を教育部長にお願いいたします。

＝非公開＝

教育長（丹治 充君）

それでは、質問がないようですので、質疑を終了いたします。

日程第１ 議案第１６号あきる野市学校給食センター運営協議会委員の委嘱については、

原案のとおり承認することに異議はございませんか。

《異議なし》
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教育長（丹治 充君）

異議なしと認めます。

日程第１ 議案第１６号あきる野市学校給食センター運営協議会委員の委嘱については、

原案のとおり承認されました。

続きまして、日程第２ 議案第１７号令和４年度あきる野市教育委員会所管予算（第７

号補正）についてを上程します。

それでは、説明を教育部長、そして生涯学習担当部長にお願いいたします。

教育部長（渡邉浩二君）

それでは、議案第１７号令和４年度あきる野市教育委員会所管予算（第７号補正）につい

て説明させていただきます。

提案理由でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に

より、令和４年度あきる野市教育委員会所管予算（第７号補正）について、教育委員会の意

見を求めるものでございます。学校教育関係につきましては、私から説明させていただき

ます。

それでは、歳入の表をご覧ください。第１５款国庫支出金、０２国庫補助金、０５教育費

国庫補助金の１２９万５，０００円は、５月の教育委員会定例会でご承認いただきました

網代地区児童通学送迎事業の送迎バス委託料に対しまして、へき地児童生徒援助費等補助

金として、その２分の１の補助が内定したことから、ここで計上するものでございます。

次に、第１６款都支出金、０２都補助金、０７教育費都補助金の１，２２２万９，０００

円は、当初予算編成時に１，１５０万４，０００円を計上しておりました公立学校情報機器

整備支援事業補助金が、補助事業名及び補助率が変更となったことから、デジタル利活用

支援員配置事業補助金１，８１１万７，０００円として計上することと、部活動外部指導者

配置支援事業補助金が内定したことから５６１万６，０００円を計上するものでございま

す。

項０３委託金、０５教育費委託金の１９０万１，０００円は、日本人としての自覚と誇り

等の資質を育成するために様々な文化に対する理解を深めるための取組である文化プログ

ラム・学校連携事業が採択されたことにより、事業経費の１０分の１０を委託金として計

上するものでございます。

続きまして、歳出の表、１枚めくっていただきましてご覧ください。今回の補正では、教

育費全体で９，２６４万８，０００円の増額補正を計上しております。

第１０款教育費、０１教育総務費、０３教育指導費の１９０万１，０００円は、歳入で説

明させていただきました文化プログラム・学校連携事業が、東秋留小学校、西秋留小学校、

一の谷小学校、それから御堂中学校の４校で採択されたことにより、委託金１０分の１０

を財源に、その事業経費を計上するものでございます。

次に、項０２小学校費、０１学校管理費の２，３２７万３，０００円は、エアコンの熱源

であります一の谷小学校の重油代、それからその他９校のガス代について、感染対策とし

ての換気と熱中症対策を踏まえた冷房の使用により、その使用量が増加したことや、重油

及びガスの単価の高騰が続いていることから、燃料費と光熱水費を合わせて５３７万７，

０００円増額すること、また電気料金の価格上昇により不足が見込まれる電気料と、普通
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教室の空調設備に機能低下が見られることで、分解清掃や点検等を行うために不足が見込

まれる修繕料など合わせて１，７６２万１，０００円を増額すること。さらには、教員が使

用する校務支援システムにおいて、児童が進学する際に必要となる指導要録抄本帳票を追

加するため、その業務委託料として２７万５，０００円を計上するものでございます。

続きまして、目０２教育振興費の４０万８，０００円は、新型コロナウイルス感染症の影

響により、修学旅行を欠席した児童や延期した学校のキャンセル料を保護者負担としない

ための補助として計上するものでございます。

最後に、目０４学校整備費の１，３７７万７，０００円は、五日市小学校の屋上防水が経

年劣化により雨水が校舎内に漏水したことから、改修工事のための設計委託料の計上と、

それから予定しておりました東秋留小学校の受変電設備改修工事におきまして、建設資材

の高騰による大幅な価格の上昇を含めまして、調査の結果、予想以上の配管工事等が見込

まれることから工事費を増額するものでございます。

なお、この東秋留小学校の受変電設備改修工事につきましては、建設資材の調達に時間

を要し、年度内での完了が見込めないことから、来年度にかけて債務負担行為として事業

を実施するものでございます。

追加資料で配付させていただきました資料をご覧ください。今年度につきましては、前

払金としまして総額の４０％である３，８１０万円を補正後の予算額として計上し、残り

の６，２７３万５，０００円を限度額として、令和５年度に計上するものでございます。

歳出の表にお戻りください。続きまして、項０３中学校費、０１学校管理費の１，７２７

万３，０００円は、中学校のエアコンの熱源でありますガス代について、小学校費と同様の

理由で予算の不足が見込まれることから、光熱水費を２４３万３，０００円増額すること、

それから、電気料金の上昇により不足が見込まれる電気料と、小学校費同様、空調設備の分

解清掃や点検等を行うために不足が見込まれる修繕料、それから東中学校普通教室のエア

コン、室外機のメンテナンスに係る修繕料、これらを合わせまして１，４６８万６，０００

円の増額をすること。さらには、教員が使用する校務支援システムにおきまして、指導要録

抄本、帳票を追加するため、その業務委託料として１５万４，０００円を計上するものでご

ざいます。

次に、教育振興費の５万円は、小学校費同様、修学旅行のキャンセル料の補助を計上する

ものでございます。

最後に、目０４学校整備費の５５０万円は、五日市中学校校庭の鋼製防球ネットフェン

スの支柱に経年劣化による腐食が確認されたことからその改修工事費と、それから東中学

校の普通教室の空調設備に故障が生じ、緊急に改修工事を行ったことで今後予算に不足が

見込まれることから、工事費を増額するものでございます。

続きまして、最後のページになりますが、お開きください。項０６学校給食費、０１給食

総務費の９１万１，０００円は、秋川、それから五日市、両給食センターにおいて、勤務す

る調理員や職員等が施設内の限られたスペースで昼食や休憩を取らなければならないこと

から、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、加湿空気清浄機を購入するための備

品購入費を計上するものでございます。

次に、目０２給食事業費の６７６万６，０００円は、備品購入費同様、新型コロナウイル
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ス感染症の感染防止のため、二酸化炭素測定器や非接触型体温計などを購入するための消

耗品費を計上するとともに、電気料金及び上下水道料金の高騰により予算に不足が見込ま

れることから、光熱水費を増額するものでございます。

学校教育に関する補正予算の説明は以上でございます。

生涯学習担当部長（佐藤幸広君）

私からは、生涯学習関係の補正予算について説明させていただきます。

歳出一覧表の０４社会教育費をご覧いただきたいと思います。公民館費の公民館運営管

理経費、樹木剪定委託料１７万６，０００円の増額補正ですが、公民館が所管する土地の樹

木の枝が電話線にかかっていることから、枝の伐採をするための予算でございます。

次に、図書館費でございます。東部図書館運営管理経費、光熱水費１１４万８，０００円

の増額補正ですが、電気料金の価格上昇により執行予定額が大幅に増額することが見込ま

れることから増額補正するものでございます。

その下の五日市図書館運営管理経費、光熱水費１１３万３，０００円の増額補正ですが、

これにつきましても東部図書館と同じく電気料金の価格上昇による増額補正でございます。

同じく五日市図書館運営管理経費、ＰＣＢ廃棄物処理委託料２１１万７，０００円です

が、館内照明をＬＥＤ化するための改修工事により取り外した高濃度ＰＣＢを含む備品の

処理のための予算でございます。

また、同じく館内照明改修工事２５２万１，０００円ですが、館内の照明をＬＥＤ化する

ための改修工事において、予定している機器の価格の高騰などにより工事費に不足が生じ

ることから、工事予算を増額補正するものでございます。

さらに、同じく公共トイレ介助用大型ベッド設置工事５８万６，０００円ですが、五日市

地区に介助用大型ベッド設置施設を置くため、東京都の補助金を活用し工事を行うもので

ございます。

次のページになりまして、中央図書館維持管理経費でございます。まず、光熱水費４０８

万９，０００円の増額補正ですが、これにつきましても他の図書館と同じく、電気料金など

の価格上昇による増額補正でございます。

また、空調機交換工事９７万９，０００円の増額補正ですが、貴重品書庫空調機の交換工

事においてノンフロン使用機器でないと導入ができなくなったため、交換工事費を増額補

正するものでございます。

次に、郷土館費の五日市郷土館運営管理経費９１万１，０００円の増額補正ですが、これ

も他施設と同じく電気料金価格上昇による増額補正でございます。

その下の秋川キララホール運営管理経費２９万６，０００円と、あきる野ルピア運営管

理経費１５万２，０００円の指定管理施設減収補償金ですが、今年の４月と５月の東京都

のリバウンド警戒期間中に予約の取消しを行った利用料の還付措置について、指定管理者

にその減収分を補償するものでございます。

次に、０５保健体育費でございます。体育施設費の運動場等維持管理経費、光熱水費５４

２万８，０００円の増額補正ですが、これも他施設と同じく電気料金の額の上昇による増

額補正でございます。

同じく市民球場受変電設備改修工事９５万円と、山田グラウンド高圧気中開閉器交換工
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事１４３万２，０００円ですが、点検で不具合が指摘され早急に改修する必要があること

から、これらの工事費を増額補正するものでございます。

また、その下の五日市ファインプラザ運営管理経費の指定管理施設減収補償金３，００

０円と、秋川体育館・中央公民館運営管理経費２，０００円ですが、先ほどご説明いたしま

した秋川キララホールとあきる野ルピアと同じく、今年の４月と５月の東京都のリバウン

ド警戒期間中に予約の取消しを行った利用料の還付措置について、指定管理者にその減収

分を補償するものでございます。

最後に、いきいきセンター運営管理経費、光熱水費８６万６，０００円の増額補正ですが、

これも他施設と同じく、電気料金の価格上昇による増額補正でございます。

説明につきましては以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

教育長（丹治 充君）

説明が終わりました。

これから質疑に入ります。何か質問などはありますか。

小西委員。

委員（小西フミ子君）

歳出の教育費、教育指導費の中の最初に講師等謝礼がありますけれども、この４校、東秋

留小学校、西秋留小学校、一の谷小学校、御堂中学校のいろいろな文化プログラムの講師は

何名ぐらいいらして、そして１年間に何回ぐらい来てくださるのか、金額は一定している

のか、教えていただきたいです。

教育長（丹治 充君）

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

まず、西秋留小学校につきましては、講師ではなく、キララホールで１２月に行われる金

管、打楽器によるアンサンブルコンサートの費用になっております。

続きまして、御堂中学校につきましては、菅生歌舞伎一座に学校に来ていただいて、２月

に１２時間分来ていただくことになっております。人数は、把握はしておりません。

続いて、一の谷小学校ですけれども、こちらは１月、２月に合計６時間来ていただいて、

引田獅子舞保存会に伝統文化について授業を行っていただく予定です。

最後に、東秋留小学校につきましても、人数は把握はしていないですが、２月頃に全学年

に１時間程度、歌舞伎やお囃子の鑑賞をしていただくとともに、５年生については２月に

１時間、秋川歌舞伎保存会に歌舞伎のワークショップ等をやっていただくことになってお

ります。また、９月から３月の間、年間１５時間程度ですが、４年生から６年生に秋川歌舞

伎保存会から、体験的な学びをさせていただくことになっております。

以上でございます。

教育長（丹治 充君）

よろしいですか。どうぞ。

委員（小西フミ子君）

人数的にはまだ不明ということですか。

指導担当課長（樅山雄三君）
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講師の人数は不明です。

委員（小西フミ子君）

学校それぞれによって来てくださる講師の方の回数も違うことが分かりましたけれども、

この金額はどの方にも時給制などにして出されているのでしょうか、教えてください。

教育長（丹治 充君）

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

時給制ではなく、例えば伝統文化の獅子舞保存会につきましては６時間で５，０００円

など、講師によって金額が違っております。例えば、御堂中学校につきましては、ワークシ

ョップの謝礼で４回１万円でやっていただくことで進めております。

以上でございます。

教育長（丹治 充君）

いかがでしょうか。

委員（小西フミ子君）

分かりました。ありがとうございました。

教育長（丹治 充君）

そのほかご質問ございますか。

岡部委員。

委員（岡部秀敏君）

それでは、小学校費の０２教育振興と、同じく中学校費の教育振興費０２の修学旅行キ

ャンセル料金等補助金で、現時点で何校程度実施されて、どのくらい補助金等が出ている

かが、もし分かったら教えていただければありがたいです。

教育長（丹治 充君）

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

現時点で実施しているのは、市内の中学校で５校になります。秋多中学校と東中学校と

西中学校、御堂中学校、五日市中学校です。キャンセル料が出た学校につきましては、東中

学校、西中学校、五日市中学校になります。

委員（岡部秀敏君）

小学校はどうですか。

指導担当課長（樅山雄三君）

失礼しました。小学校で実施した学校は、東秋留小学校、西秋留小学校、屋城小学校、南

秋留小学校、草花小学校、一の谷小学校、増戸小学校になります。今後行く予定なのが多西

小学校、前田小学校、五日市小学校です。前田小学校につきましては、延期のためキャンセ

ル料が発生しております。東秋留小学校、屋城小学校、南秋留小学校、一の谷小学校につき

ましても、子どもたちのキャンセル料が発生しております。

以上でございます。

教育長（丹治 充君）

よろしいですか。
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そのほかございますか。

小西委員。

委員（小西フミ子君）

０４社会教育費の０５図書館費で、市内図書館の照明でＬＥＤ化が全部終わっていると

ころや、進み具合をお聞きしたいのと、それからもう一つ、お手洗いの介助用大型ベッド設

置工事という、これを設置するまでに至った経緯、例えば障がいを持っていらっしゃる方

が利用したいと訴えがあったなど、そういう経過を知りたいです。教えてください。

教育長（丹治 充君）

図書館長。

図書館長（細谷英広君）

それでは、まずＬＥＤ化から説明をいたします。ＬＥＤ化でございますが、今回ご指摘の

五日市図書館の館内全域をＬＥＤ化を予定していますが、昭和４８年だったと思いますが、

図書館を造った当時から使っているもので機器がもうなく、あと書架がある、皆さんが本

を選ぶ本棚があるところの照明自体が古いもので、蛍光管自体がもう手に入らないものな

ので、そういったことでＬＥＤ化という形で今回ご審議いただきました。

中央図書館、それから東部図書館につきましては、照度調節機能がついたシステムにな

っております。ＬＥＤではそれができませんので、今のところ、こちらはＬＥＤ化をする予

定はございません。ただ、将来的に電気等が古くなってきた場合には、そういったこともあ

り得ると考えておりますが、現時点ではまだ耐用年数からも使えますので、そのまま使っ

ているという形でございます。

大型ベッドの件ですけれども、こちらは先ほど部長からの説明にありましたように、東

京都の公共トイレ介助用大型ベッド設置推進事業補助金を活用して設置するものでござい

ます。あきる野市全体の公共施設としまして大型ベッドがあるのは、この庁舎の１階と、中

央図書館の１階、２階の多目的トイレにそれぞれにございますが、五日市地区にはこれま

でなかったということで、どこか五日市でつけられるところはないかということで探して

いたなか、五日市図書館にスペース的にも取り付けられるということでお話をいただきま

して、今回取り付けることになった次第でございます。

以上でございます。

教育長（丹治 充君）

小西委員、どうぞ。

委員（小西フミ子君）

それでは、障がいを持ったご本人からの申請とは関係ないのですね。

教育長（丹治 充君）

図書館長。

図書館長（細谷英広君）

失礼しました。これまで要望等は特に明確には出ておりません。ただ、今までこういった

トイレがなかったから来られなかったというような方が、今後新規の来館者となることも

考えられますので、工事後にはしっかりと周知をしていきたいと考えております。

以上でございます。
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委員（小西フミ子君）

分かりました。ありがとうございました。

教育長（丹治 充君）

よろしいですか。

それでは、田野倉委員。

教育長職務代理者（田野倉美保君）

歳入のほうですが、都の支出金の都補助金、教育費都の補助金の中で、指導室のほうで部

活動の外部指導者配置支援事業補助金ということで５６１万の補助金が出ていると思いま

す。現在、外部指導者はどのぐらい活用されているのか。もしお分かりになれば教えていた

だきたいと思います。

教育長（丹治 充君）

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

市内で５人ほどだと思いますが、今数字を確認します、申し訳ございません。

教育長（丹治 充君）

後ほどこの件はご回答申し上げるということでよろしいですか。

そのほかございませんか。

指導担当部長。

指導担当部長（草刈あずさ君）

もともとの予算の組立てでいうと１回１，８００円で３，１２０回分を６校で確保して

います。６校ですから、１校当たり５００回程度です。学校の規模も部活の数も違いますの

で均等には割れないですけれど、およそそれぐらいの数で、時給ではなく１回いくらとい

うことでお支払いをしています。人数は今調べています。

教育長職務代理者（田野倉美保君）

ありがとうございます。質問したかったのは、学校の部活動を今後地域の方とか、外部人

材に移行していこうという話が出ているものですから、現段階ではどのような形で部活動

が学校の先生以外の方の協力の下に行われているのかということが分かればと思い、質問

させていただきました。

教育長（丹治 充君）

指導担当部長。

指導担当部長（草刈あずさ君）

今、指導担当課長が言いかけた５人というものが、部活動指導員といって校外の部活の

引率なども顧問と同様に責任を持って担っていく方で、１校１名の配置を予定しています

が、人材がいなかったり、該当する部活がないということで、１校１人になるよう準備して

います。こちらで今歳入があったというのは補助員のほうで、あくまでも顧問がいて、そこ

の補助をするということで、基本的には単体で試合に連れていくことは想定していない方

です。今後部活の地域移行となると、この外部補助員というよりは部活動指導員、教員の働

き方改革ということを考えると、土日に試合に連れていける指導者が必要になってくるの

で、今いる５人では到底足りないと考えております。
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教育長（丹治 充君）

田野倉委員。

教育長職務代理者（田野倉美保君）

この予算についてもそうですが、スポーツ関係や文化、特に吹奏楽部などの部活指導を

外部の団体に委託していくという話が出ていますが、本市ではどのような考えでいらっし

ゃいますか。２０２３年から２０２５年の間には委託するという話が出ているので、今後

どうなっていくのが一番いいのかなと思っているところです。

教育長（丹治 充君）

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

昨年度末に学校の校長先生と、スポーツ推進課長、生涯学習推進課長と、あと私の６人で

現状について確認をし、教員にアンケートを送って、どのぐらいの先生たちが土日やって

もらえるかという現状まで把握しています。今後ですけれども、検討委員会等を立ち上げ

て、この後のロードマップ、スケジュールの計画、学校と地域、どこの団体、どこが受け入

れてくれるかという状況も確認しながら進めていきたいと考えています。

以上でございます。

教育長（丹治 充君）

田野倉委員、よろしいですか。

教育長職務代理者（田野倉美保君）

そうですね。やはり実際の現場の先生方がどのぐらい部活動に対して負担感を持ってい

るか、直接実態をヒアリングしながら、子どもたちにとって、あるいは現場の先生方にとっ

て一番やりやすいような形でうまく移行していければと思っていますので、よろしくお願

いいたします。

教育長（丹治 充君）

現況調査は大体進んではいるんですね。

指導担当課長（樅山雄三君）

はい。学校では、土日の部活動で、自分の得意な部活動について、若い先生や経験の豊か

なご年配の先生たちはやってもいいという方たちが多いですが、３０代、４０代の先生た

ちはなかなか肯定的な意見はいただけませんでした。部活動によっても、例えば文化部で

言えば吹奏楽部が一番活発に動いているという現状が分かりましたし、あとは運動部のも

把握しながら、また校長先生に確認したところ、土日の中体連が、その地域のクラブチーム

が参加できる方向で進んでいて、流動的な部分があるということで、また連携した話合い

を進めていきたいと思います。

教育長（丹治 充君）

それでは、そのほかのご質問等はございますか。

それでは、この件についてはまた数字をお示しした段階で採決を採りたいと思いますの

で、取りあえず一旦保留という形で置いておきたいと思います。

それでは、日程第３ 議案第１８号あきる野市立学校通学区域に関する規則の一部を改

正する規則を上程いたします。
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それでは、説明を教育部長にお願いいたします。

教育部長（渡邉浩二君）

それでは、議案第１８号あきる野市立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

について説明させていただきます。

提案理由でございますが、令和５年４月１日からあきる野市立南秋留小学校に自閉症・

情緒障害特別支援学級を開設することに伴いまして、該当する児童が市内全小学校の通学

区域から当該特別支援学級に通学できるよう規定を整備する必要があるため、同規則の一

部を改正するものでございます。

改正内容につきましては、教育総務課長から説明させますので、よろしくお願いいたし

ます。

教育長（丹治 充君）

教育総務課長。

教育総務課長（吉岡 賢君）

それでは、私から説明させていただきたいと思います。別途、本日お配りしておりますあ

きる野市立学校通学区域に関する規則、こちらをご覧いただきたいと思います。改正部分

につきましては、本日赤字でお示ししているところの部分になりますので、ご確認をお願

いしたいと思います。

改正内容としましては、主に裏のページになりますけれども、別表１、（３）、自閉症・情

緒障害特別支援学級（固定制）といたしまして、こちらに南秋留小学校を加える。通学区域

を市内全小学校の通常の学級の通学区域の全部の地区とするものでございます。

なお、施行日につきましては、令和５年４月１日でございます。

また、例年１１月に入学通知を出す準備行為といたしまして、改正後の就学すべき学校

の指定及び変更の承諾並びにこれらに関し必要なその他の行為につきましては、この規則

の施行前に準備ができるということを規定しており、この準備行為につきましては交付の

日から施行することとしております。

主な内容については以上でございます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し

上げます。

教育長（丹治 充君）

説明が終わりました。

これから質疑に入ります。何か質問等はございますでしょうか。

小西委員。

委員（小西フミ子君）

今の説明で分かったのですけれども、そのほかに、例えば情緒障害、自閉症のほかにいじ

められて学校に行けない子とかたくさんいると思います。そういう児童が多少遠くてもそ

の学校から離れたい、そしてその親もそれを希望するような事例があったときに、どうい

う条件だったら南小に入れますか。

教育長（丹治 充君）

指導担当部長。

指導担当部長（草刈あずさ君）
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特別支援学級で、いじめではないので、基本的に自閉症、情緒障害のお子さんで知的障害

がないお子さんの入学が対象となります。いじめで学校へ行けないお子さんについては、

こちらの南秋留小に転学するということではなく、通常行われているようにいじめについ

ての問題解決を図っていくことと、登校できない状況であれば、ほかの支援をいかにして

使ってというところを考えていきます。その中で要因として発達障害があって、この学級

に適性があるというお子さんであれば転学することはあると思いますけれども、情緒障害

等もなく、いじめのみで転学ということは、今のところ想定はされていないです。

教育長（丹治 充君）

小西委員。

委員（小西フミ子君）

自閉症と情緒障害というのは分かるのですが、いじめられた子供がその辛さを機に自分

の存在自体を否定して情緒不安定になってしまう事もあると思うのです。そんな状態で不

登校になってしまうより、多少遠くてもその学校から離れ、南小に行きたい気持ちがあっ

たり、親も子供の為に転校させたいと思った場合にも南小への転校希望ができるのかどう

なのかと思い質問しました。

教育長（丹治 充君）

教育的な配慮をして転校は許可していくという形ですね。

指導担当部長。

指導担当部長（草刈あずさ君）

南秋留小に限らず、ほかの学校なり、いじめ自体が解消していたり、していなかったりし

て通えない。それから、隣の学校だと対象のお子さんと通学するときにすれ違ってしまう

可能性があるということであれば、また違った学校に転学することは、通常保護者の意向

なども踏まえて行っています。

教育長（丹治 充君）

そのほかいかがでしょうか。

坂谷委員。

委員（坂谷充孝君）

令和５年度からということで、現在、入学等の説明であったりということが行われてい

るところかなと思いますが、現在のところ、市内全域いろいろなところから説明を求めら

れたり、何か相談を受けたりといったことがあるのでしょうか、聞かせてください。

教育長（丹治 充君）

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

現在のところ１０名程度のご家庭から問合せ等を受けております。

以上でございます。

教育長（丹治 充君）

いかがでしょうか。

委員（坂谷充孝君）

ありがとうございます。今おっしゃった１０名程度というのは、１年目でも全学年でし
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たか。教えていただけますか。

教育長（丹治 充君）

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

１年目でも全学年でございます。

教育長（丹治 充君）

指導担当部長。

指導担当部長（草刈あずさ君）

これまで何回か就学相談説明会を昨年の３月から行ってきて、あと教育相談所の就学相

談のほうも今３０名ぐらい問合せが入っています。この後の例えば転学ということで、今

知的障害学級に通っているお子さんや、通常の学級に通っているお子さんもいますので、

夏休みの面談ですとか、そういったところで担任の先生と話が上がって、今後また相談が

上がってくるということも想定しているところです。

教育長（丹治 充君）

坂谷委員。

委員（坂谷充孝君）

そうすると、先ほどおっしゃった１０名程度というのは何ですか。

教育長（丹治 充君）

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

就学相談説明会等で問合せ等があった一般の方と、あとは就学相談委員会で小学校から

もう３名のご家庭から相談があるので、そういった人数も含めた人数になります。幼稚園、

保育園からは７家庭、今現時点で知的障害学級にいるご家庭が３人程度来るということを

踏まえて、今１０人程度というお答えしました。

教育長（丹治 充君）

整理させていただきますけれども、坂谷委員からのご質問は、現在までに開設に当たっ

て、説明あるいは質問等はどのぐらいありましたかというような問いであったわけですが、

それに対して１０件ほどありましたということで、あとは指導担当部長から補足をしてい

ただいたわけですが。

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

申し訳ありません。就学相談の申込みがあった人が１０人程度ということになります。

申し訳ございません。

教育長（丹治 充君）

申込みが１０名程度あったということですね。

どうですか。よろしいですか。

そのほかいかがでしょうか。

《なし》

教育長（丹治 充君）
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それでは、質問がないようですので、質疑を終了いたします。

日程第３ 議案第１８号あきる野市立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

は、原案のとおり承認することに異議はございませんか。

《異議なし》

教育長（丹治 充君）

異議なしと認めます。

日程第３ 議案第１８号あきる野市立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

は、原案のとおり承認されました。

教育部長。

教育部長（渡邉浩二君）

先ほどの議案第１７号補正予算の関係で、質問の中で人数の確認があったと思いますが、

そちらの確認が取れましたので、指導担当課長から説明させていただければと思います。

教育長（丹治 充君）

それでは、先ほどの日程第２ 議案第１７号の令和４年度あきる野市教育委員会所管予

算（第７号補正）についての田野倉委員の質問に対してお答えをいただきます。

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

令和４年度の部活動の外部指導補助員の人数が、現時点で４３人になっています。

以上でございます。

教育長（丹治 充君）

よろしいですか。

では、この件に関して、そのほかご質問等ございますか。

《なし》

教育長（丹治 充君）

それでは、質疑のほうは終了いたします。

日程第２ 議案第１７号令和４年度あきる野市教育委員会所管予算（第７号補正）につ

いては、原案のとおり承認することに異議はございませんか。

《異議なし》

教育長（丹治 充君）

異議なしと認めます。

日程第２ 議案第１７号令和４年度あきる野市教育委員会所管予算（第７号補正）につ

いては、原案のとおり承認されました。

続きまして、日程第４ 議案第１９号あきる野市民文化ホールに係る指定管理者の候補

者の選定に関する諮問についてを上程します。

それでは、説明を生涯学習担当部長にお願いいたします。

生涯学習担当部長（佐藤幸広君）

それでは、議案第１９号あきる野市民文化ホールに係る指定管理者の候補者の選定に関

する諮問について説明いたします。

提案理由でございます。あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条
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例第３条の規定により、あきる野市民文化ホールである秋川キララホールの指定管理者の

指定を受けようとする下記団体から申請があり、同条例第４条第１項の規定による指定管

理者の候補者として選定するため、同条第２項の規定により、あきる野市指定管理者選定

委員会に諮問したいので、教育委員会の承認を求めるものでございます。

下記をご覧いただきたいと思います。指定管理者の指定申請のあった団体は２団体でご

ざいます。１つ目が、株式会社コンベンションリンケージでございます。こちらは現在の指

定管理者となります。２つ目が、株式会社ケイミックスパブリックビジネスでございます。

所在地等につきましては、記載のとおりでございます。

なお、秋川キララホールにつきましては、前回の公募により指定した日から起算して今

年度末において１０年となることから、あきる野市公の施設に係る指定管理者制度の運用

指針に基づき、公募により指定管理者の候補者を選定するものでございます。

説明につきましては以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

教育長（丹治 充君）

説明が終わりました。

これから質疑に入ります。何か質問等はございますでしょうか。

田野倉委員。

教育長職務代理者（田野倉美保君）

今回新たに手を挙げていただいている、このケイミックスパブリックビジネスという会

社について、例えばこの近隣でこういった文化施設を担当しているなど、その辺の詳細が

分かれば教えてください。

教育長（丹治 充君）

生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（沖倉英基君）

お答えいたします。

現在多摩地区の市部２６市ございますが、そのうち市民文化ホール的施設を有している

自治体が２０市ございます。株式会社ケイミックスパブリックビジネスを指定管理者とし

ている自治体につきましては、日野市、武蔵村山市、国分寺市の３市でございます。そして、

西東京市の保谷こもれびホールが来年度から同社による指定管理を行うと伺っておりまし

て、今年度で３市、来年度になりますと４市ということになっております。

以上でございます。

教育長（丹治 充君）

よろしいでしょうか。

そのほかご質問等ございますか。田野倉委員。

教育長職務代理者（田野倉美保君）

今と同じ質問になりますが、コンベンションリンケージはどのくらいの地域を担当して

いらっしゃるのでしょうか。

教育長（丹治 充君）

生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（沖倉英基君）
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現状は、本市と福生市、それから東大和市の３市でございます。

以上でございます。

教育長（丹治 充君）

よろしいですか。

そのほかいかがでしょうか。

《なし》

教育長（丹治 充君）

それでは、質問がないようですので、質疑を終了いたします。

日程第４ 議案第１９号あきる野市民文化ホールに係る指定管理者の候補者の選定に関

する諮問については、原案のとおり承認することに異議はございませんか。

《異議なし》

教育長（丹治 充君）

異議なしと認めます。

日程第４ 議案第１９号あきる野市民文化ホールに係る指定管理者の候補者の選定に関

する諮問については、原案のとおり承認されました。

続きまして、日程第５ 議案第２０号あきる野市体育施設に係る指定管理者の候補者の

選定に関する諮問についてを上程します。

それでは、説明を生涯学習担当部長にお願いします。

生涯学習担当部長（佐藤幸広君）

それでは、議案第２０号あきる野市体育施設に係る指定管理者の候補者の選定に関する

諮問について説明いたします。

提案理由でございます。あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例第３条の規定により、あきる野市体育施設（秋川体育館及び中央公民館）の指定管理者の

指定を受けようとする下記団体から申請があり、同条例第４条第１項の規定による指定管

理者の候補者として選定するため、同条第２項の規定により、あきる野市指定管理者選定

委員会に諮問したいので、教育委員会の承認を求めるものでございます。

下記をご覧いただきたいと思います。団体名でございますが、あきる野市体育・文化施設

運営事業体でございます。代表構成団体は、シンコースポーツ株式会社、また構成団体につ

きましては、特定非営利活動法人あきる野市スポーツ協会及びアズビル株式会社でござい

ます。所在地等につきましては、記載のとおりでございます。

なお、秋川体育館及び中央公民館の指定管理者につきましては、前回の公募により指定

した日から起算して今年度末において１０年に満たないため、あきる野市公の施設に係る

指定管理者制度の運用指針に基づき、公募によらず指定管理者の候補者を選定するもので

ございます。

説明につきましては以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

教育長（丹治 充君）

説明が終わりました。

これから質疑に入ります。何か質問はございますか。よろしいですか。

《なし》



- 18 -

教育長（丹治 充君）

質問がないようですので、質疑を終了いたします。

日程第５ 議案第２０号あきる野市体育施設に係る指定管理者の候補者の選定に関する

諮問については、原案のとおり承認することに異議はございませんか。

《異議なし》

教育長（丹治 充君）

異議なしと認めます。

日程第５ 議案第２０号あきる野市体育施設に係る指定管理者の候補者の選定に関する

諮問については、原案のとおり承認されました。

続きまして、日程第６ 議案第２１号あきる野市有形文化財の追加指定に係る諮問につ

いてを上程します。

それでは、説明を生涯学習担当部長にお願いいたします。

生涯学習担当部長（佐藤幸広君）

それでは、議案第２１号あきる野市有形文化財の追加指定に係る諮問について説明いた

します。

提案理由でございます。春日明神社の和鏡１面について詳細調査を行った結果、貴重な

文化財であることが明らかになりました。このため、あきる野市文化財保護条例第３９条

第１号の規定により、あきる野市文化財保護審議会に諮問したいので、教育委員会の承認

を求めるものでございます。

なお、春日明神社所蔵の和鏡８面は、既に昭和４４年７月１０日に指定しております。

それでは、別紙の１をご覧いただきたいと思います。指定の種別、名称と員数、所有者な

どにつきましては、記載のとおりでございます。

評価についてでございますが、今回の和鏡１面ですが、直径６センチ。内区には４つの獣

文、外区鏡縁部には葡萄文と考えられる文様が巡る小型の海獣葡萄鏡でございます。８世

紀の所産で保存状態も良好で、古代のあきる野を知る貴重な文化財として高く評価できる

ものでございます。

また、別紙２には、今回文化財保護審議会に諮問する和鏡の１面、写真等を掲載しており

ますのでご覧いただければと思います。

説明につきましては以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

教育長（丹治 充君）

説明が終わりました。

これから質疑に入ります。何か質問などはございますか。いかがですか。

田野倉委員。

教育長職務代理者（田野倉美保君）

これから文化財保護審議会に諮問するということなので、まだ先の話になると思います

けれども、あきる野市の文化財に指定された場合、例えば以前に指定されていた８個の鏡

と、今回新たに指定されるかもしれない新たな１つというのは、例えば市民の方にお披露

目するような場は設ける予定があるのでしょうか。

教育長（丹治 充君）
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生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（沖倉英基君）

お答えをいたします。

五日市郷土館において、市民に周知した上で展示をしてまいりたいと考えているところ

でございます。

教育長（丹治 充君）

よろしいですか。

そのほかご質問等ございますか。

《なし》

教育長（丹治 充君）

それでは、質問がないようですので、質疑を終了いたします。

日程第６ 議案第２１号あきる野市有形文化財の追加指定に係る諮問については、原案

のとおり承認することに異議はございませんか。

《異議なし》

教育長（丹治 充君）

異議なしと認めます。

日程第６ 議案第２１号あきる野市有形文化財の追加指定に係る諮問については、原案

のとおり承認されました。

続きまして、日程第７ 報告事項（１）、令和４年度大規模地震対応訓練の報告について、

報告者は説明をお願いいたします。

教育総務課長。

教育総務課長（吉岡 賢君）

それでは、私から令和４年度大規模地震対応訓練の実施報告について説明をさせていた

だきます。去る７月１３日水曜日に実施しました、令和４年度大規模地震対応訓練につい

てでございます。

それでは、別紙の令和４年度大規模地震対応訓練実施報告をご覧ください。今年度につ

きましても、コロナ禍での実施ということで訓練内容を一部変更し、例年実施しておりま

す給食訓練や引渡し訓練などは行わず、学校では災害発生を想定した初動訓練、初動後の

初期対応訓練を実施しまして、児童生徒の安否確認、避難経路の確保、学校施設の被害状況

の確認などを行っていただいたところでございます。

その後、防災無線等を利用しました教育委員会と学校間の通信訓練のほか、今年度につ

きましては、令和３年度から運用開始しておりますメール配信システムを活用した訓練を

実施したところでございます。

当日の参加につきましては記載のとおりでございますが、小学校につきましては、児童

は３，５４２人、教員２４９人、その他３０人の計３，８２１人でございました。次に、中

学校につきましては、生徒１，９０５人、教員１９２人、その他１２人の２，１０９人。教

育委員会事務局としては９０名。合計で６，０２０人の参加となっております。

また、今回実施いたしましたメール配信システム、こちらはあきる野スクールメールに

なりますけれども、活用した訓練では、各学校から保護者へのメール配信のほか、教育委員
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会から全登録者に対する訓練メールの配信なども行わせていただいたところでございます。

今回の訓練実施におきまして、今後このような緊急時における情報発信の方法の一つと

して活用できるのではないかということが確認ができたわけで、一定の成果が得られたも

のと考えております。次年度以降につきましても新型コロナウイルス感染症の状況なども

踏まえながら、教育委員会と学校間との連携を図りながら、児童生徒、教員等の安全と安心

を確保するために訓練のほうを実施してまいりたいと考えています。

説明は以上でございます。

教育長（丹治 充君）

説明が終わりました。

これから質疑に入ります。何か質問などはございますでしょうか。

田野倉委員。

教育長職務代理者（田野倉美保君）

すみません。時系列のところで通信訓練というのが①から⑤まであるのですが、その①、

③、⑤であきる野スクールメールを活用し、保護者へ訓練メールを配信というのが３回あ

りますが、どのような違いがあるのでしょうか。

教育長（丹治 充君）

教育総務課長。

教育総務課長（吉岡 賢君）

今回のメール配信ですけれども、３回行ったことになっておりますが、最初の１回目と

３回目に関しては教育委員会からです。一番最初のメールは、これから訓練を開始します

という内容を、教育委員会から全登録者にメールを配信させていただきました。

２回目に送ったメールに関しては、これは各学校から保護者宛てに、例えば災害時避難

訓練の状況等、こういったものを想定しメールを配信させていただいて、３回目に関して

は再度教育委員会から、今回に関しては訓練ということでございましたので、訓練中のメ

ールを配信させていただいたと、こういう流れになっております。

以上です。

教育長（丹治 充君）

そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

《なし》

教育長（丹治 充君）

では、本件は報告として賜りました。

続きまして、日程第８、報告事項（２）、令和５年度使用特別支援学級教科用図書につい

て、報告者は説明をお願いします。

指導担当課長。

指導担当課長（樅山雄三君）

令和５年度に知的障害特別支援学級で使用します教科用図書につきまして報告いたしま

す。

あきる野市公立学校特別支援学級使用教科用図書選定要綱に基づき、知的障害特別支援

学級を設置している６つの小学校及び中学校に、校長を委員長、副校長を副委員長、特別支
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援学級担任を委員とする教科用図書調査委員会を設置して、各学校の特別支援学級で使用

する教科用図書に関する調査研究を行いました。その結果、令和５年度に使用する教科用

図書は、全ての知的障害特別支援学級で全科に文部科学省検定済み教科用図書を使用する

という調査結果の報告がありました。この報告について、７月１日に行われました特別支

援学級教科用図書選定資料審議会で審議されました。文部科学省検定済み教科用図書は、

年間を通じて系統的な授業に使用できること、今年度も使用したところ特別支援学級の児

童生徒への指導に役立てることができたこと、通常の学級との交流学習でも活用できると

いう点で評価され、文部科学省検定済み教科用図書の使用が妥当であると審議され、本日

の教育委員会の報告となりました。

令和５年度に使用予定とする文部科学省検定済み教科用図書ですが、小学校は報告書資

料１、中学校につきましては、裏面にあります報告資料２となります。小学校は、令和元年

の７月、中学校は令和２年の７月、中学校社会におきましては、令和３年に行われました教

育委員会定例会で採択していただきました教科用図書と同じものになります。つきまして

は、採択をいただくことを教育委員会の報告をもってご承認いただきますよう、よろしく

お願いいたします。

以上でございます。

教育長（丹治 充君）

説明が終わりました。

これから質疑に入ります。何か質問等はございますでしょうか。よろしいですか。

《なし》

教育長（丹治 充君）

それでは、本件は報告として賜りました。

続きまして、教育長及び教育委員報告に入らせていただきます。

それでは、私から報告申し上げます。主なものをかいつまんでお話ししたいと思います。

７月２４日、女と男のライフフォーラムが行われました。題材が「きっと毎日が楽しくな

る！～心地いい家族のカタチ～」と題して、家庭ジャーナリストのスーパー主夫、山田亮氏

の講演会が行われました。コロナの中、男女平等参画社会の一つの推進を図る上でお話が

されておりましたけれども、会場の皆さん方はそれぞれ楽しくお話を拝聴することができ

ていました。

それから、７月２５日ですが、都市教育長会研修会では「南極から学ぶ地区環境」の演題

で、あきる野市在住で南極地域観測隊の隊長兼越冬隊長をされていた国立極地研究所宙空

圏研究グループ教授の堤雅基氏のお話を伺いました。市内にこういう方がおられたという

ことで、各学校の教材の中にも、こういう先生方のお話を取り入れた授業もできるのでは

ないかという思いで聞かせていただきましたけれども、大変面白いお話を伺いました。

それから、７月２７日ですが、東京都教育委員会のいじめ問題対策委員会がありました。

これは第４期の東京都教育委員会いじめ問題対策委員会答申についてということで、東京

都や市町村教育委員会及び都内公立学校のいじめ防止等の対策の推進について調査し、答

申するということでありました。追って冊子が出来上がりますので配られると思います。

それから、８月２日、３日、ここには部活動の上部大会に参加する学校が表敬訪問を教育
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委員会にされまして、特に今般関東大会、それから全国大会に出場した小中学校の皆さん

が希望を語ってくれました。

まず、小学校で、小学生ではオールあきる野の女子が、小学生全国ソフトボール大会にお

いて、春にも優勝しておりますけども、今期の夏の大会にも優勝するという、春夏連覇の快

挙がありました。

さらには、中学生では、秋多中学校の剣道部の男女チーム、それから東中学校のソフトテ

ニス部、それから水泳部、御堂中学校の卓球部、増戸中学校の体操部が関東大会に出場し、

さらに増戸中の体操部の生徒は全国大会にも出場しまして、全国第７位という入賞結果で

した。恐らく今後、全国の７位ですからジュニアオリンピックの候補選手になったり、また

さらに期待されていく生徒の一人だろうと思います。

また、加えて増戸中学校の吹奏楽部が、東日本吹奏楽コンクールへの出場が決まりまし

た。

そして、８月１３日、これはサマーチャレンジ実行委員会主催の小学生４泊５日による

１０２キロの走破が行われました。この行事も今年で１８年を迎えたわけですけれども、

中にはこの行事のサポーターとして参加されているＯＢ、ＯＧがおりまして、子どもたち

を非常に成就感を感じさせる、そんなすがすがしい表情を見せていました。

それから、８月２０日ですが、先般第７４回の東京少年野球大会の開会式が、あきる野市

民球場で行われました。今回は五日市管内の中学校ということで、あきる野五日市地区、そ

れから日の出町、檜原地区の中学校が参加するという内容でした。

それから、もう既に皆さん方もご存じだと思いますが、今般甲子園に増戸中の卒業生が、

埼玉の聖望学園のエースピッチャーで堂々と投げていましたけれども、中学校の軟式野球

部の出身で大変すばらしい卒業生の一端を皆さんに紹介できました。

なお、活躍した小中学校の関係については、横断幕、それから駅前に懸垂幕等、社会教育

のほうも生涯学習担当部長でもご足労いただいて広く市民の方に周知していただきました。

以上です。

そのほか委員の方でいかがでしょうか。

小西委員。

委員（小西フミ子君）

先月もお話ししましたが、東京都教育委員会連合会の研修推進委員として、１日と１８

日に行ってきました。先月お話ししたとおり、今年の研修２回分あるのですけれども、その

講師が決まりまして、先月に予定されていた中野信子氏は、やはり謝礼が高額なので予算

に合わず受けていただけなかったようです。それで実際に決まった方は、１０月７日にス

マイリーキクチ氏、演題はインターネットと人との関わり合い、「突然、僕は殺人犯にされ

た」です。これはオンラインですけれども、１０月７日２時から４時まであります。この日

は午前中、学校訪問が入っていますが、ぜひ午後の時間に見せていただきたいなと思いま

す。

それから、第２回目は２月２８日、最初から予定していました遠藤真司氏に「これからの

教育」ということで、２月２８日２時から４時まで東京自治会館の講堂で研修会がありま

すので、ぜひ参加してくださいということです。
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以上です。

教育長（丹治 充君）

そのほかの委員の方いかがでしょうか。

《なし》

教育長（丹治 充君）

ほかにはないようですので、教育長及び教育委員の報告は終了いたします。

最後に、事務局から今後の日程等についてご案内をお願いいたします。

教育総務課長。

教育総務課長（吉岡 賢君）

それでは、今後の日程等についてのご案内をさせていただきたいと思います。

まず、９月２日でございます。屋城小学校の学校訪問を予定しております。よろしくお願

いいたします。

９月につきましては、通常議会月でございますので行事等は入っておりません。それ以

外につきましては９月２８日、今回水曜日ということになりますけれども、午後２時から

５０５会議室で定例会が予定をされている状況でございます。

ご案内については以上でございます。

教育長（丹治 充君）

それでは、以上をもちましてあきる野市教育委員会８月定例会を終了いたします。

閉会宣言 午後３時２１分


